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会員の皆様におかれましては、日頃から上野労働基準協会支部の諸活動に
ご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。当支部の諸活動に関しまして
は、5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが２類
から5類に移行したことにより計画通り開催されています。会員の皆様には
今後も当支部の運営に引き続きご協力をお願い申し上げます。
さて、全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民
の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭
和25年を1回目とし今年で74回目を迎えます。本年の全国労働衛生週間開催にあたってのス
ローガンは、一般公募により「目指そうよ二刀流　こころとからだの健康職場」に決まりました。
今年のスローガンから感じることは、いきいきと自分らしく生きるためには「からだ」だけで
はなく「こころ」の健康も大切であると改めて感じます。令和4年の精神障害による労災認定
件数も過去最多になった、との結果もあります。こころの健康を保つには休養、ストレス対応、
睡眠が大切になります。身体面では心身ともに自立し、健康的に生活できる期間である「健康
寿命」の延伸を図ることも重要になります。これらの「こころ」と「からだ」の健康を維持す
るために、自己の健康管理も大切ですが、職場では職場環境の把握に努め、改善点があれば速
やかに対応していくことが必要となります。
また、日本の労働人口の約3人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いていると言われていま
す。このような状況から、職場において病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立への支援の必
要性が高まっていることから「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」
を参考にした企業の意識改革や地域における支援体制も重要となっています。職場をとりまく
環境は日々変わりますので、その時々の環境に適応できる職場風土創りも大切になってくると
思います。
結びに、会員の皆様のますますのご発展とご健勝を祈念申し上げるとともに、上野労働基準協
会支部に対しますより一層のご支援ご協力をお願い申し上げ、全国労働衛生週間を迎えるにあ
たってのご挨拶とさせていただきます。

衛生部会・部会長　大槻 浩伸（株式会社メトロセルビス）

令和5年度
第74回「全国労働衛生週間」を迎えるにあたって

ホームページのトップページに会員専用ページがあります。
① 【会員専用ページ】をクリックしパスワードを入力してください。
② パスワードは、ueno0009でOKをクリックしご入場ください。  

なお、パスワードの変更は、会報発行月（4、6、9、1月）に合わせて実施いたします。
この件に対するお問い合わせは、支部事務局（TEL 03-5830-6961）へお願いいたします。

会員専用ページについて、支部事務局からお知らせ
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東京都最低賃金改正のお知らせ

令和 5年 8月 7日、東京地方最低賃金審議会（東京労働局における最低賃金に係る諮問機関）は、東京労
働局長の諮問を受けて、「東京都最低賃金を 41円引き上げて

時間額 1,113 円
に改正することが適当である」旨の答申を行いました。（引上げ率 3.82%）

効力発生の日は令和 5年 10月 1日の予定です。
※東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・
臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。なお、派遣
中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

＜次の金額は最低賃金に算入されません。＞
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
③ 1 月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

＜問合せ先＞
東京都最低賃金についてのご質問は、下記で受け付けています。
上野労働基準監督署方面 ・・・・・・ TEL 03-6872-1230
東京労働局労働基準部賃金課 ・・・・ TEL 03-3512-1614（直通）
東京働き方改革推進支援センター ・・ TEL 0120-232-865

賃金の引上げに向けた生産性向上等のための支援について
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金及び賃金の引上げに
向けた生産性向上等のための支援を実施しています。

※「業務改善助成金」は中小企業事業者の賃金引上げを支援します。
①事業場内で最も低い賃金（時間額に換算）を３０円以上引き上げ、
②生産性向上につながる設備投資等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）をすると、
その費用の一部（最大６００万円）を助成するという制度です。

<問合せ先>
業務改善助成金コールセンター ・・・・・・・・・・・電話番号：0120-366-440
東京働き方改革推進支援センター ・・・・・・・・・・TEL 0120-232-865（下記参照）
東京労働局雇用環境・均等部企画課（助成金担当）・・・TEL 03-6893-1100（直通）

※「東京働き方改革推進支援センター」電話番号：0120-232-865
働き方改革に関する様々な課題に対応するワンストップ相談窓口として、企業経営や労

務管理の専門家が、中小企業事業主の方からの労務管理上の相談に応じています。相談無料、
秘密厳守です。「残業を減らしたい」「36 協定の作り方を知りたい」「非正規雇用労働者の
待遇を改善したい」「同一労働同一賃金への対応はどうすればよいか」「就業規則を見直し
たい」「最賃が上がっているが、どう対応したらよいか」「従業員が定着せず、人手不足で困っ
ている」「テレワークへの対応はどうすればよいか」「助成金を利用したいが、使い方が分
からない」等のお悩みについて、専門家による支援（常駐相談 (電話・メール・対面相談 )、
個別企業訪問、WEBセミナーやご要望に応じた講師派遣）を実施しています。

※オンライン（zoom使用）でのご相談、セミナー開催も対応しています。
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R5.3

規 制 項 目 2022(R4).
5.31(公布日)

2023(R5).
4.1

2024(R6).
4.1

化
学
物
質
管
理
体
系
の
見
直
し

ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加 ●

ばく露を最小限度にすること
（ばく露を濃度基準値以下にすること） ● ●

ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 ● ●

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
（健康障害を起こすおそれのある物質関係）

● ●

衛生委員会付議事項の追加 ● ●

がん等の遅発性疾病の把握強化 ●

リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 ●

化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 ●

リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 ●

がん原性物質の作業記録の保存 ●

実
施
体
制
の

確
立

化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務化 ●

雇入れ時等教育の拡充 ●

職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 ●

情
報
伝
達
の
強
化

SDS等による通知方法の柔軟化 ●

SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 ●

SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化 ●

事業場内別容器保管時の措置の強化 ●

注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 ●

管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 ●

特殊健康診断の実施頻度の緩和 ●

第三管理区分事業場の措置強化 ●

職場における化学物質管理に関する以下のような相談にお応えする窓口を設置しています。

・制度の内容に関する相談 ・職場で使用する化学物質のラベルやSDSに関すること

・リスクアセスメントの実施方法等

事業者のための化学物質管理無料相談窓口

開設期間、受付時間、

問い合わせ先（電話、メールアドレス）等はこちら→

新たな化学物質規制項目の施行期日

制度の内容・職場の化学物質管理に関する相談窓口

8新たな化学物質規制のパンフレット（全８ページ）はこちら→

労働安全衛生法の新たな化学物質規制が始まっています。
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支部定時総会懇親会
日時：令和5年5月25日（木）
時間：17：40
場所：上野精養軒

開会の辞　清水副支部長 主催者挨拶　村松支部長 来賓祝辞　服部台東区長 同　大國上野労働基準監督署長 同　東基連本部　上島常務理事 乾杯　奥村副支部長 中締め　堂免副支部長

安全管理セミナー（署と共催）
日時：令和5年６月8日（木）
時間：14：00
場所：上野区民館401集会室

主催者挨拶　大國上野労働基準監督署長

建設業労務安全衛生管理講習会
日時：令和5年6月16日（水）
時間：14：00
場所：上野区民館401集会室

主催者挨拶　大國上野労働基準監督署長

同　当支部石井安全部会長

同　奥野建災防台東分会長

基調講演の貝瀬安全衛生課長

基調講演の貝瀬安全衛生課長

同　吉田第２方面主任監督官

同　吉田第２方面主任監督官

特別講演の田中希実子氏

熱中症予防の講演の永山氏

参加者全員で指差し呼称

参加者全員で指差し呼称

上野区民館401
上野区民館401
城東職業能力開発センター
王子工業会館　
上野労働基準監督署会議室
支部事務室
上野区民館401

支部協力

支部協力

３支部共催

月 日 曜日 開始時刻 行事・業務内容 場　所 記事

6

7

8
16
28
30
10
13
26

木
金
水
金
月
木
水

14:00
14:00
 9:30
13:30
10:30
11:00
14:00

安全管理セミナー (署と共催)
建設業労務安全衛生管理講習会(署主催)
危険予知訓練研修会（幹事支部：足立荒川支部）
第１回労務管理等実務講習会（幹事支部：王子支部）
広報部会９月号(No.243）編集会議
安全・衛生部会合同会議
警備業労務安全衛生管理講習会(署主催)

事務局からの行事等報告

台東区民会館9Fホール
名古屋
東京都城東職業能力開発センター
王子工業会館
上野区民館401
支部事務室
上野労働基準監督署会議室
上野区民館201

同　101

事業場選定中
王子工業会館
上野区民館401予定

精養軒２階（梅の間）

同　（藤の間）
上野労働基準監督署会議室

支部協力
３支部共催

３支部共催
３支部共催

月 日 曜日 開始時刻 行事・業務内容 場　所 記事

9

10

11

12

1

2

6
27~29
28~29
18~19
25
7
10

15

24
7~8

24

9

水
水~金
木~金
水~木
水
火
金

水

金
木~金

水

金

14:00

10:00
10:00
14:00
11:00
10:30
14:30
15:20
16:00
8:00出発
10:00

15:00
16:40
17:20
10:30

安全衛生管理セミナー (署・建災防と共催)
全国産業安全衛生大会　
安全管理者選任時研修（幹事支部：足立荒川支部）
安全衛生推進者養成講習（幹事支部：王子支部）
労務管理セミナー（署と共催）
安全・衛生部会合同会議
広報部会1月号(No.244)編集会議

支部幹事会

優良事業場研修会（３支部合同）
石綿作業主任者講習（幹事支部：王子支部）
建設業年末年始安全管理講習会(署・建災防共催)
新春健康セミナー
安全衛生表彰式
賀詞交歓会
広報部会４月号（No.245）編集会議

上野労働基準監督署長表彰
上野労働基準協会支部長表彰

令和6年

講習会・行事等のお知らせ

会場抽選のため日時未定

支部役員会議
上野労働基準監督署長特別講演

支部長・相談役・副支部長会議

̶ 8 ̶

上 野 労 基 会 報 No.243 号（令和 5年 9月 1日）


